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 埼玉県消費生活支援センターでは、令和５年９月１４日（木）に埼玉県金融広報委

員会と共催で開催する、金融・経済講演会の参加者を募集します。 

 悪質商法の手口は年々巧妙化し、被害が後を絶ちません。そして、被害にあった人 

の多くが「自分が被害にあうとは思いもしなかった」と言います。 

 本講演会では、埼玉応援団団員で落語家の三遊亭楽生氏を講師にお迎えし、悪質商

法の手口や対策方法を落語で楽しくお話しいただきます。「まさか自分が！？」そう

なる前に消費者被害を防ぐ手立てを大いに笑って学びましょう。 
 

● 本講演会の概要 

 １ 日 時 令和５年９月１４日（木）１４時～１５時３０分（開場１３時３０分） 

 ２ 場 所 RaiBoC Hall（さいたま市民会館おおみや） 小ホール 

        （さいたま市大宮区大門町２－１１８ 大宮門街７Ｆ） 

 ３ 交 通 大宮駅東口から徒歩３分 

 ４ 講 師 三遊亭楽生 氏（落語家、埼玉応援団団員） 

 ５ テーマ 落語で笑って学ぶ！悪質商法あれやこれや 

 ６ 定 員 ２００名（入場無料・申込順） 

 ７ 主 催 埼玉県、埼玉県金融広報委員会 

 ８ 後 援 金融広報中央委員会 

 ９ 申込み・問合せ先 
           電話、ＦＡＸ又はＥメール（①氏名②在住、在勤又は在学の市町村名 

         ③電話番号又はＦＡＸ番号を明記）でお申し込みください。 

           埼玉県消費生活支援センター 情報・学習支援担当 

           電話（直通）：０４８－２６１－０９９５ 

           ＦＡＸ   ：０４８－２６１－０９６２ 

           Ｅ－ｍａｉｌ: m4308776@pref.saitama.lg.jp 
          ホームページ： 

https://www.pref.saitama.lg.jp/b0304/houdou-oshirase/kouenkai230914.html 
          令和５年８月１８日（金）から申込受付を開始します。 

１０ その他 新型コロナウィルスの感染状況等により中止や内容変更となった場合は、 

        消費生活支援センターのホームページでお知らせします。 
 
※ 埼玉県金融広報委員会とは 

   埼玉県、日本銀行、財務省関東財務局、県内金融機関、報道機関等によって組織され 

    る“中立・公正”な団体です。 

   健全で合理的な家計運営のために県民の皆様が暮らしに身近なお金について学習する 

    講座の開催や講師の派遣、資料の提供を行っています。 

 
県民生活部 消費生活支援センター 

情報・学習支援担当 堤・綿貫 
直通 048-261-0995 

E-mail: m4308776@pref.saitama.lg.jp 

金融・経済講演会 

「落語で笑って学ぶ！悪質商法あれやこれや」の参加者を募集します 
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